
小橋川　大城 節子
おおしろ せつこ

　
集
め
た
音
は
6
月
開
催
予
定
の
平

和
イ
ベ
ン
ト
で
の
空
間
演
出
に
使
用

し
ま
す
。

【
募
集
期
間
】4
月
末
ま
で

【
応
募
方
法
】

①
　
町
役
場
、中
央
公
民
館
に
設

置
し
て
い
る
応
募
用
紙
を

B
O
X
に
投
函

②
　
H
P
か
ら
応
募

※
よ
り
詳
し
い
内
容
は
町
H
P
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】平
和
の
約
束
実
行
委
員

会（
事
務
局
：
企
画
財
政
課

☎
9
4
5
ー
4
5
3
3
）

　
沖
縄
県
国
際
交
流
・
人
材
育
成
財

団
で
は
、国
際
化
時
代
に
対
応
が
で

き
、か
つ
本
県
の
振
興
を
担
う
人
材

の
育
成
を
図
る
た
め
、本
県
に
あ
る

米
軍
施
設
・
区
域
内
大
学
へ
の
就
学

希
望
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
大
学
名
】メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学・ト
ロ
イ
大

学
院
　
ブ
リ
ッ
ジ
プ
ロ
グ
ラ
ム(

語
学
研
修

講
座)

【
出
願
期
限
】4
月
26
日（
金
）17
時
締
切

【
問
合
せ
】（
公
財
）沖
縄
県
国
際
交

流
・
人
材
育
成
財
団

☎
9
4
2
ー
9
2
1
3

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～町内相談機関町内相談機関

平成31年2月28日現在 人口：（男）17,804人　（女）17,436人　（男女計）35,240人　世帯数：14,482世帯

　
縦
覧
で
き
る
方
は
、西
原
町
内
に

所
有
す
る
土
地
や
家
屋
に
か
か
る

固
定
資
産
税
の
納
税
者
又
は
代
理

人
で
す
。納
税
者
の
場
合
は
、運
転

免
許
証
等
本
人
で
あ
る
と
確
認
で

き
る
も
の
を
、代
理
人
の
場
合
は
、

納
税
者
か
ら
の
委
任
状
と
運
転
免

許
証
等
代
理
人
で
あ
る
と
確
認
で

き
る
も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
縦
覧
期
間
】4
月
1
日
〜
5
月
7
日

（
土
日
、祝
日
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

ま
で（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

【
縦
覧
場
所
】税
務
課

【
問
合
せ
】総
務
部 

税
務
課 

資
産

税
係  

☎
9
4
5
ー
4
7
2
9

　
4
月
か
ら
5
月
に
か
け
て
の
大

型
連
休
中
は
、も
え
る
ご
み
、も
え

な
い
ご
み
、粗
大
ご
み
の
収
集
は
通

常
通
り
行
い
ま
す
が
、資
源
ご
み
の

収
集
は
お
休
み
に
な
り
ま
す
。資
源

ご
み
に
つ
い
て
は
連
休
前
か
、連
休

後
に
計
画
的
に
出
し
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
、皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】総
務
部 

生
活
環
境
安

全
課 

環
境
保
全
係

☎
9
4
5
ー
5
0
1
8

【
日
時
】4
月
19
日（
金
）〜
21
日（
日
）

9
時
〜
22
時（
最
終
日
は
20
時
ま
で
）

【
場
所
】サ
ン
エ
ー
西
原
シ
テ
ィ
1
階

食
品
館
側
コ
ー
ト

【
展
示
品
】陶
器
･
絵
画
･
手
工
芸

品
等
　
※
収
益
や
寄
付
金
等
は
、人

材
育
成
支
援
事
業
の
一
部
に
充
て
ら

れ
ま
す
。

【
問
合
せ
・
主
催
】N
P
O
法
人
西
原

町
人
つ
く
り
支
援
の
会

事
務
局
・
小
波
津

☎
0
7
0
ー
5
4
1
6
ー
7
6
8
8

　
国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者
で
60

歳
未
満
、年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
し

て
い
る
方
は
、だ
れ
で
も
加
入
で
き
ま

す
。詳
細
は
農
業
者
年
金
基
金
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】 

農
業
委
員
会

☎
9
4
5
ー
5
2
8
1

Ｊ
Ａ
お
き
な
わ
西
原
支
店

☎
9
4
5
ー
5
2
2
5

　
み
な
さ
ん
が「
平
和
」を
感
じ
る
音

を
テ
ー
マ
と
し
、日
常
生
活
に
お
い

て
身
近
に
聞
こ
え
る
音
に
耳
を
澄
ま

せ
、心
が
和
む
心
地
よ
い
音
な
ど
、

様
々
な
音
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て

募
集
し
ま
す
。

納め忘れにご注意！ 平
成
31
年
度

土
地
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
縦
覧

あ
な
た
の
感
じ
る

「
へ
い
わ
の
お
と
」っ
て
な
に
？

平
成
31
年
度

在
沖
米
軍
施
設・区
域
内
大
学

（
基
地
内
大
学
）就
学
者
の
募
集

農
業
者
年
金
に
つ
い
て

大
型
連
休
中
の
ご
み
収
集
に
つ
い
て

第
22
回

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
展
示
即
売
会

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　みや ら りつ こ
福祉相談【宮良律子】･･･生活のための手段や生活費に
関する相談
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぎ  ま  ゆう こ
障害福祉なんでも相談【儀間優子】･･･障害のある方や、
発達が気になる方、その家族などが抱える悩み・困りご
とに関する相談
　　　　　　　　 かきのはなほうじゅん
法律相談【垣花豊順（弁護士）】･･･法律に関するあらゆ
る相談（相談時間：13時～16時）
　　　　　　　　　　　　  な  か あき お
司法書士相談【名嘉章雄（司法書士）】・・・不動産相続や
贈与、借金問題、遺言や公正証書等の相談（※相談時間：
13時～16時）
　　　　　　　　　　　　　　　　  たま な   は よし え
消費生活・家庭相談【玉那覇良江】･･･訪問販売、契約の
トラブル、サラ金等の借金問題や親子・夫婦間の悩み、
近隣トラブルなどの相談
　

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
 事前予約☎945-3651　 FAX946-6777
 電話相談☎835-8822（※17時以降、留守番電話）

総 合 相 談

月

火

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　8時30分～17時15分（12時～13時
を除く）

　　　　　　　　　うちまやすのぶ　 こ   は  つ よね こ　 あらかきかつえ   うえまえかずよ
相 談 員　内間安延、小波津米子、新垣克枝、植前和代
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　  なかま
相談日時　随時　　相 談 員　仲眞
　　　　　第2・4木曜日は若年者向け雇用相談実施中！
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  ご   や  まさのり　    ご   や  かつ じ　    よ  な みねひとし　 い れい
相 談 員　呉屋正則、 呉屋勝司、 與那嶺 等、 伊礼キヨ、
　　　　　　　　　しも  じ  ひろくに　  かわみつ
 　下地宏邦、 川満ヤス子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談
水

木

金

4月分

種　目 納期限 口座振替日

固定資産税　（ 1 期 ）

学校給食費　（4月分）

保育所保育料（4月分）

幼稚園保育料（4月分）

預かり保育料（4月分）

4月22日（月）

5月10日（金）

5月 7日（火）

介護保険料以外は西原町役場支払窓口でも支払可能（開庁時間8：30～17：15）お昼休みも支払い可

【お問い合わせ】　福祉部　健康支援課　障害支援係　☎ 945-5013

日常生活などに手話通訳者・要約筆記者を派遣できます！日常生活などに手話通訳者・要約筆記者を派遣できます！
　聴覚障がい者の社会参加を促進するため、社会生活におけるコミュニケーションが必要な方々へ支援を行
います。詳しくは、健康支援課までお越しください。　

 １、FAX、メールまたは
　　健康支援課で申し込み（原則1週間前）

 2、コーディネーターが
　 派遣申請者と登録者を調整、決定

 3、派遣申請者への
　 派遣決定のお知らせ

4、現場で派遣申請者と
　 通訳者が合流

申
込
み

派
遣
の
流
れ

派
遣
決
定

新しく「民生委員・児童委員」が加わりました！
　地域で生活上の悩みや福祉問題について、相談を受けるな
どの地域支援を行う民生委員・児童委員として新たに3名が
委嘱されました。
※西原町の民生委員・児童委員は定数を満たしておりません。随時
募集しておりますので、関心のある方は福祉保険課へお問い合わ
せください。

問合せ　福祉部 福祉保険課 社会福祉係　☎９１１-９１６３
津花波　與儀 清一

よぎ せいいち
幸地　與那嶺 絹子

よなみね   きぬこ
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お
ら
知

せ
で
〜
び
る

で
〜
び
る

相続・遺言の相談は無料です！

（福）乙羽会 グリーンハウス西原
（にしばる）西原町初小規模多機能型居宅介護事業所

開設準備室  ☎944-3266
準備室 室長 外間千賀子
西原町字翁長 562-1 102 号

訪問

泊まり 通い ・ケトン食・薬膳食
▶ 相談応じます。

H31年度開設予定
建設地：西原町字小那覇218番地


